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第４章 都市交通計画 

１．公共交通計画 

（１）公共交通計画の目標 

・ 本市における公共交通体系は、基幹バス、支線バスによる交通軸を基本とし、さらに

これら乗合交通を補完する交通サービスとしてＳＴサービス※などを必要に応じて検

討していきます。 

 

■公共交通計画の目標 

（綾瀬市地域公共交通検討会議資料に加筆） 

※ＳＴサービス（スペシャルトランスポートサービス） 
なんらかのハンディにより通常の交通機関が使えない方のために提供される公共

交通のひとつであり、高齢者・身体障害者等に移動の機会を与えるものです。  

現行の交通サービス 

路線バス 

コミュニテ

ィバス 

タクシー 

ＮＰＯ 
(ワーカーズコレク

ティブすきっぷ) 

社会福祉協議会

目指す公共交通体系(案) 

◆基幹バス 
鉄道駅～市域中央部～鉄道駅を

連絡し、市内を南北に縦断する

路線バス等 

路線の退出、新規路線等の再編 

◆支線交通 

鉄道駅～市域中央図を結

ぶ路線バス等 

基幹バスのバス停等にア

クセスするコミュニティ

バス等（公共交通不便地

区への対応） 

【
乗
合
交
通
】 

【
Ｓ
Ｔ
サ
ー
ビ
ス
】

ＳＴサービス 

乗合交通を補完する 

交通サービス 

※

※）まちづくりに合わせ、段階的に公共交通体系を整備 
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（２）公共交通ネットワーク計画 

・ 公共交通計画の目標を受け、公共交通ネットワークを以下のように計画します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公共交通ネットワーク計画 

 

 

 

●路線機能の明確な分担 

・ 基幹路線となる「幹線バス」と端末路線となる枝線の「支線バス」の２タイプに

路線を分け、幹線－支線のバスネットワークとすることで運行を効率化する。 

〔幹線バス〕海老名駅－市役所－湘南台駅を結ぶ路線 

（寺尾上土棚線を活用した縦貫路線） 

〔支線バス〕乗換拠点を中心として周辺駅、市街地を連絡する路線 

（路線バス、コミュニティバス） 

●乗り継ぎ利便性の強化 

・ バス相互、他交通手段との乗り継ぎ利便性を強化し、市民ニーズに応じた効率的

な運行形態を確立する。  

・ 市内の拠点施設整備とあわせ、駐車場・駐輪場等を備えた乗換拠点整備を図る。 

海老名駅 

湘南台駅 

小
田
急
江
ノ
島
線 

相模鉄道 

東名綾瀬バス停 

(仮)綾瀬ＩＣ 

【凡例】 

高速バス 

幹線バス 

     支線バス 

バス乗換拠点（中心拠点） 

バス乗換拠点 

主要ターミナル駅 

(

都)

寺
尾
上
土
棚
線 

新産業拠点 

幹線バス 

大和駅 

綾瀬市役所 
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２．道路整備計画 

（１）将来道路ネットワークの設定 

①幹線道路 

・（都）寺尾上土棚線、県道４０号、県道４５号を主要幹線道路とします。 

・（都）寺尾上土棚線を補完するラダー型の幹線道路を配置します。 

・主要幹線道路及び幹線道路と生活エリアを連絡する地区幹線道路を配置します。 

 

■（再掲）道路の機能分類 

主要幹線道路 

都市の拠点間を連絡し、自動車専用道路と連携し都市に出入りする交通や都市内の枢

要な地域間相互の交通の用に供する道路で、特に高い走行機能と交通処理機能を有

する。 

幹線道路 
都市内の各地区または主要な施設相互間の交通を集約して処理する道路で、居住環

境地区等の都市の骨格を形成する。 

地区幹線道路 
主要幹線道路または幹線道路で囲まれた区域内において幹線道路を補完し、区域内

に発生集中する交通と幹線道路を連絡する補助的な幹線道路である。 

■道路ネットワーク計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(仮)上土棚南北線 

主 要 幹 線 道 路

幹 線 道 路

地 区 幹 線 道 路

凡　　例

市道 1629-2 号線 
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②地区集散道路網 

・ 地区集散道路は、幹線道路と生活エリアを連絡する生活動線として配置します。 

・ 生活道路であることから、できるだけ現在の道路を活用した配置とします。 

 

■道路の機能分類 

地区集散道路 
街区内の交通を集散させるとともに、街区や宅地の外郭を形成する日常生活に密着し

た道路である。 

■地区集散道路計画 

主 要 幹 線 道 路

幹 線 道 路

地 区 幹 線 道 路

地 区 集 散 道 路

凡　　例

(仮)上土棚南北線 

市道 1629-2 号線 
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（２）将来交通量推計 

・ 将来交通量推計結果を以下に示します。 

■将来交通量推計結果（推計年次平成４２年） 

 

 
国
道
24
6号

(都
)寺

尾
上
土
棚
線

市
道
1629-1号

線

県
道
42号

(藤
沢
座
間
厚
木
)

東海道新幹線

県
道
45
号
(丸

子
中
山
茅
ヶ
崎
)

(都)早川本蓼川線

県道40号(横浜厚木)

(都)横浜伊勢原線

Ｊ
Ｒ
相
模
線

相
模
鉄
道

小
田
急
江
ノ
島
線

小
田
急
小
田
原
線

駅

かしわ台駅

さがみ野駅
相模大塚駅

大和駅

桜ヶ丘駅

高座渋谷駅

長後駅

　　　　凡　　　例

　　　　 4,999台

5,000 ～ 9,999台

10,000 ～ 19,999台

20,000 ～

 県道 40 号 

(横浜厚木バイパス) 

＜推計方法＞ 

平成１７年道路交通センサスデ

ータをもとに分割・転換率併用

配分法で推計 

市道１６２９－２号線 
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■将来混雑度（推計年次平成４２年） 

 

 

 

 

 国
道
24
6号

(都
)寺

尾
上
土
棚
線

市
道
1629-1号

線

県
道
42号

(藤
沢
座
間
厚
木
)

東海道新幹線

県
道
45
号
(丸

子
中
山
茅
ヶ
崎
)

(都)早川本蓼川線

県道40号(横浜厚木)

(都)横浜伊勢原線

Ｊ
Ｒ
相
模
線

相
模
鉄
道

小
田
急
江
ノ
島
線

小
田
急
小
田
原
線

駅

かしわ台駅

さがみ野駅
相模大塚駅

大和駅

桜ヶ丘駅

高座渋谷駅

長後駅

　　　　凡　　　例

　　　　　1.00未満

1.00以上　1.25未満

1.25以上　1.60未満

1.60以上

 県道 40 号 

(横浜厚木バイパス) 

市道１６２９－２号線 
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（３）道路空間構成の考え方 

①基本的な考え方 

・ 道路の構造は、主に車道部、歩道部、植樹帯から構成されています。自動車交通量等

を基にした道路区分（道路規格）を基本として、歩行者・自転車の交通機能および空

間機能を加味して総合的に決定されます。 

・ 幅員設定にあたっては、単に自動車の計画交通量だけでなく、歩行者・自転車の流動

状況、集客施設の立地状況、道路の沿道状況等を考慮して、かつ地域実情に応じた幅

員を検討するものとします。 

 

■道路区分適用の考え方（道路構造令の解説と運用より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４章 都市交通計画 

 

 56

②道路一般部における幅員構成 

 【車道部】 

・ 道路機能及び沿道状況に応じた車道部の幅員を下表に設定します。 

 

■車道部の幅員構成（案） 

沿道土地利用 

道 路 機 能 設定の考え方 
中心拠点 

集客施設周辺
周辺市街地 工業団地 

主要幹線道路 

広域的な通過交通を処理する道

路として交通需要に応じた車線数

を確保する。また、トラフィック機能

を重視し、沿道へのアクセスを抑

制するため、基本的に停車帯を設

けない構造とする。 

Ａ 
必要に応じ荷捌

き場を設ける 

Ａ 
Ａ 

必要に応じ停車

帯を設ける 

幹線道路 

一定のトラフィック機能の確保に努

めるが、沿道の土地利用状況に考

慮し停車需要が多い箇所につい

ては、停車帯を設置する。 

Ｂ・Ｃ Ｃ Ｂ・Ｃ 

地区幹線道路 
地区内の主たる交通を処理する必

要最小限の道路空間を確保する。
Ｃ Ｃ Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.03.253.25 3.250.5 0.5 

車道 車道中央 

分離帯
路肩 路肩 

車道

3.0 3.00.5 0.5

路肩 路肩

車道

3.01.5～2.5 3.0

停車帯 停車帯

1.5～2.5

Ａの幅員構成 

Ｂの幅員構成 

Ｃの幅員構成 

3.25
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【歩道部】 

・ 道路機能及び沿道状況さらに歩行者交通量に応じた歩道部の幅員を下表に設定します。 

・ 昨今、歩道上における歩行者と自転車の事故が多発しており、安全性が強く求められ

てきています。道路交通法を受けつつ、歩行者と自転車の通行空間について以下のよ

うな考え方にもとづき検討していきます。 

※長い坂道となる場所については休憩スペースの確保について検討します。 

■歩道部の幅員構成（案） 

沿道土地利用 
道 路 機 能 

歩 行 者 
交 通 量 

自 転 車
交 通 量 中心拠点 

集客施設周辺
周辺市街地 工業団地 

多 い Ａ Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ 
多 い 

少 な い Ｂ・Ｃ Ｂ・Ｃ Ｂ・Ｃ 

多 い Ｂ Ｂ Ｂ 

主 要 幹 線 
道 路 

少 な い 
少 な い Ｃ Ｃ Ｃ 

多 い Ａ・Ｂ・Ｄ・Ｅ Ａ・Ｂ・Ｄ・Ｅ Ａ・Ｂ・Ｄ・Ｅ 
多 い 

少 な い Ｂ・Ｃ・Ｅ・Ｆ Ｂ・Ｃ・Ｅ・Ｆ Ｂ・Ｃ・Ｅ・Ｆ 

多 い Ｂ・Ｅ Ｂ・Ｅ Ｂ・Ｅ 
幹 線 道 路 

少 な い 
少 な い Ｃ・Ｆ Ｃ・Ｆ Ｃ・Ｆ 

多 い Ａ・Ｂ・Ｄ・Ｅ Ａ・Ｂ・Ｄ・Ｅ Ａ・Ｂ・Ｄ・Ｅ 
多 い 

少 な い Ｂ・Ｃ・Ｅ・Ｆ Ｂ・Ｃ・Ｅ・Ｆ Ｂ・Ｃ・Ｅ・Ｆ 

多 い Ｂ・Ｅ Ｂ・Ｅ Ｂ・Ｅ 

地 区 幹 線 
道 路 

少 な い 
少 な い Ｃ・Ｆ Ｃ・Ｆ Ｃ・Ｆ 

 

【歩道Ａ】          【歩道Ｂ】        【歩道Ｃ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【歩道Ｄ】          【歩道Ｅ】        【歩道Ｆ】 

 

 

 

 

 

 

3.0ｍ以上 

歩道 2.0m 

以上 

植樹帯 1.0m

以上 

→車道

2.0ｍ以上 

→車道 

自歩道 2.0m 

以上 
＋路上施設

5.0ｍ以上 

自歩道 4.0m

以上 

植樹帯 1.0m

以上 

→車道 

4.0ｍ以上 

→車道 

自歩道 4.0m 

以上 
＋路上施設

3.0ｍ以上 

自歩道 3.0m 

以上 

→車道

＋路上施設

4.0ｍ以上 

自歩道 3.0m

以上

植樹帯 1.0m

以上 

→車道
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【バスベイ（バス専用停車帯）】 

・ 交通量の多い幹線道路においては、バスの停車により後続車両の走行を損なうことの

ないよう、バスベイ（バス専用停車帯）を設けることを基本とします。 

・ 植樹帯もしくは停車帯がある場合は、道路用地内でバス停留所のスペースを生み出す

ことはできますが、植樹帯、停車帯がない道路の場合は、公共用地や民地を活用して

新たなバスベイ用地を確保していくこととします。 

・ ただし、こうした用地が確保できない場合、歩道の幅員を削ってまで無理にバスベイ

を設けることはしないものとします。 

 

■バス停設置の考え方 

ケース バス停設置イメージ 

中心拠点・集客

施設周辺 

（歩道空間に 

余裕がある場合） 

 

 

 

 

 

 

★植樹帯スペースを活用することにより、バス停空間を確保 

工 業 地 区 

（車道空間に余裕

がある場合） 

 

 

 

 

 

 

★停車帯スペースを活用することにより、バス停空間を確保 

周 辺 市 街 地 

（道路空間に余裕

がない場合） 

 

 

 

 

 

 

★新たな用地（公共用地もしくは民地）を確保しバス停空間を創出 

★歩道幅員を削ってまでバスベイを設置しない 

※バス停上屋等の設置については、別途必要幅員を付加する。 

 

車道 

路肩 

民地の活用 等

バス
歩道

歩道幅員の確保が優先 

車道 

植樹帯 
バス

路肩 

自転車通行帯 

歩行者通行帯 

車道 

停車帯バス

自転車通行帯 

歩行者通行帯 
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【交差点部における幅員構成】 

・ 交差点部においては、必要に応じ右折レーンを設置していきますが、設置に関する基

本的な考え方を以下に整理します。 

 

〔交差点部断面構成の基本的な考え方〕 

○道路一般部における歩道部幅員を最低限確保する。 

○幹線道路（主要幹線道路、幹線道路、地区幹線道路）相互の交差点部においては、

道路のトラフィック機能を損なうことのないよう、基本的に右折レーンを設置する。 

○可能な限り、一般部と交差点部の総幅員の差が生じないよう工夫する。 

 

■交差点部断面構成（案） 

 平面構成 

ケース１ 

 

停車帯あり 

植樹帯あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケース２ 

 

停車帯 or 

植樹帯あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケース３ 

 

停車帯なし 

植樹帯なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

植樹帯 
停車帯

植樹帯 
路肩 

★停車帯の省略、植樹帯の縮小により一般部幅員を維持

★植樹帯等の省略により概ね一般部幅員を維持

★新たに右折レーン分の用地を確保
★やむを得ない場合はみなしレーン（直進右折共用）設置 

路肩 
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３．道路整備プログラム 

（１）整備優先度の検討手順 

・ 幹線道路について、道路区間ごとに整備の必要性・事業の緊急性・都市づくりの重要

性から整備優先度を評価し、財政面を勘案しながら整備時期を検討していきます。  

・ また、本プログラムは、都市計画道路の見直し作業の一環としても捉え、県の「都市

計画道路見直しガイドライン」（以降、「県ガイドライン」と称す）にも準拠していま

す。 

■整備優先度の検討手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 位 

路 線 の 

必 要 性 
事 業 の 

緊 急 性 
都 市 づ く り の

重 要 性

計画的視点 事業的視点 政策的視点 

評 価 指 標 

整 備 優 先 度 評 価 

中 位 低 位 

短 期 

財 源 フ レ ー ム

整 備 時 期 

中 期 長 期 
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（２）路線優先度評価指標の検討 

・ 各視点における評価指標における評価項目、評価の視点等について以下に整理します。 

 

■優先度評価基準 

評　価　の　視　点 抽　出　基　準
県ｶﾞｲﾄﾞ

ﾗｲﾝ

走行機能 幹線機能を有しているか。
幹線街路（主要幹線、幹
線、地区幹線）

○

アクセス機能（交通結
節機能の支援）

交通拠点へのアクセス機能を有している
か。

交通拠点のアクセス路線 ○

渋滞緩和 周辺道路の渋滞が緩和されるか。
現況混雑度が高い道路の
付近に位置する路線

○

歩行者・自転車ネット
ワーク

歩行者・自転車の主たる動線として機能
しているか。

緑のネットワークで位置
づけられる路線

○

福祉的観点（歩行者の
安全性）

福祉施策（交通バリアフリー関連、福祉
のまちづくり　等）へ寄与する路線か。

福祉施策で位置づけられ
る路線

○

商業・業務活動への支
援

市民の生活や都市活動を支えているか。 商業・業務地を通る路線 ○

産業活動への支援 産業・経済活動を支えているか。
物流動線として位置づけ
られる路線

○

居住環境
既成住宅地への通過交通を排除し、居住
環境の改善に寄与するか。

一団の住宅地の周辺路線 ○

公共交通への支援
バスの走行性を確保し、生活の利便性と
利用者の安全性の向上に寄与するか。

バス経路となる路線 －

環境（大気・騒音・振
動）負荷の軽減

混雑度が大きい（＝環境負荷が大きい）
箇所の是正に寄与するか。

現況混雑度が高い道路の
付近に位置する路線

○

景観形成 地域の都市景観の形成に寄与するか。 景観地区に位置する路線 ○

避難経路
住宅密集地を中心に避難
経路となる路線

○

延焼遮断機能
市街地を中心に延焼遮断
機能を持つ路線

○

緊急輸送路
災害時にも隣接する都市
を結ぶ路線

○

政策的視点 《重要性》

評　価　の　視　点 抽　出　基　準
県ｶﾞｲﾄﾞ

ﾗｲﾝ

都市軸を形成する道路 都市構成上重要な役割を果たす路線か。
上位計画で都市軸として
の位置づけがある路線

○

綾瀬ＩＣ周辺開発を支
援する道路

ＩＣ設置に伴い整備すべき路線か。 ＩＣ接続及び周辺路線 －

中心市街地の機能向上
と市街地環境の改善

中心市街地の機能向上と市街地の生活環
境向上に資するか。

中心市街地を形成する路
線

－

事業的視点 《実現性》

評　価　の　視　点 抽　出　基　準
県ｶﾞｲﾄﾞ

ﾗｲﾝ

事業計画の有無
事業の実施計画があるか。または、事業
化の予定があるか。

まちづくり事業による事
業化路線及び接続路線

－

移動困難施設等の有無
貴重な資源・大規模施設等はないか。
支障建築物は多くないか。

移動困難施設の影響路線 ○

構造上の問題の有無
地形上の制約（縦断勾配等）により整備
が困難ではないか。

構造上の整備難易路線 －

代替機能 平行する代替路線が存在するか。 代替路線のある路線 ○

評　　価　　項　　目

評　　価　　項　　目

交通処理
機 能

自動車

歩行者

市街地形成機能

空間機能

環 境

都 市
防 災

評　　価　　項　　目

事 業 実 施 の
低 調 度

事 業 実 施 の
優 位 度

事 業 実 施 の
難 易 度

将 来 像 の 実 現

都市交通施策

地震や災害に強い都市づくりの視点か
ら、災害時への対応に寄与するか。
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 （３）優先度評価 

・ 評価の結果について以降に整理します。 

■総合評価 

 

 

 

 

 

 

 

高位区間

中位区間

低位区間

凡          例
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■路線別評価 

 

 

 

区間番号 路線名 種別 計画幅員 車線数 道路機能 必要性 重要性 実現性 優先度

（参考） 交通機能 市街地形成機能 環境空間 都市防災 ① ② 制約条件（マイナス要因） ③ (＋要因) ④ 合計 評　価

走行機能 アクセス 渋滞緩和
歩行者・
自転車

バリア
フリー

商業・
業務

産業 居住環境 公共交通 環境 景観 避難経路 延焼遮断
緊急輸
送経路

計 評価点
都市軸
形成

綾瀬IC
関連

中心
市街地

計 評価点
移動困難

施設
構造 代替機能 計 評価点

事業計画
の有無

評価点
①+②
-③+④

(本計画）

A09 3･5･4中郷大邸線 都計道 12 2車線 地区幹線 1 1 1 1 1 5 31 1 1 33 1 1 33 ◎ 100 131 高位 存続

A11 3･3･2横浜伊勢原線 都計道 25 4車線 主要幹線 3 1 1 5 31 1 1 33 1 1 33 ◎ 100 131 高位 存続

A06 3･6･5長峰大邸線 都計道 10 2車線 地区幹線 1 1 1 1 4 25 1 1 33 1 1 33 ◎ 100 125 高位 存続

A01 3･3･1寺尾上土棚線 都計道 22 4車線 主要幹線 3 1 1 1 1 1 1 1 1 11 69 1 1 2 67 1 1 2 67 ○ 50 119 高位 留保付存続

A02 3･5･1深谷早川線 都計道 14 2車線 地区幹線 1 1 1 3 19 1 1 33 1 1 33 ◎ 100 119 高位 存続

A07 3･6･5長峰大邸線 都計道 10 2車線 地区幹線 1 1 2 13 1 1 33 1 1 33 ◎ 100 113 高位 存続

B23 325号線 市道 16 2車線 地区幹線 1 1 2 13 1 1 33 1 1 33 ◎ 100 113 高位 －

A08 3･6･6大久保大邸線 都計道 10 2車線 － 1 1 2 13 0 0 0 0 ◎ 100 113 高位 存続

A04 3･5･2上原東山線 都計道 14 2車線 地区幹線 1 1 6 1 1 33 1 1 33 ◎ 100 106 高位 存続

B33 3･5号線 市道 16 2車線 幹　　線 2 1 1 1 1 6 38 0 0 1 1 33 ◎ 100 104 高位 －

B34 3･5号線 市道 16 2車線 幹　　線 2 1 1 1 1 6 38 0 0 1 1 33 ◎ 100 104 高位 －

A05 3･5･3谷頭東山線 都計道 12 2車線 地区幹線 1 1 1 3 19 1 1 33 0 0 ○ 50 102 高位 存続

A10 3･5･4中郷大邸線 都計道 12 2車線 地区幹線 1 1 1 3 19 1 1 33 0 0 ○ 50 102 高位 存続

A13 3･4･2並塚笹山線 都計道 18 2車線 幹　　線 2 1 1 1 5 31 0 0 0 0 ○ 50 81 中位 存続

A03 3･5･1深谷早川線 都計道 14 2車線 地区幹線 1 1 1 1 4 25 1 1 33 1 1 33 ○ 50 75 中位 留保付存続

B40 (仮)上土棚吉岡線 新設 16 2車線 幹　　線 2 1 1 4 25 0 0 0 0 ○ 50 75 中位 －

B41 (仮)上土棚吉岡線 新設 16 2車線 幹　　線 2 1 1 4 25 0 0 0 0 ○ 50 75 中位 －

B42 (仮)深谷吉岡線 新設 16 2車線 地区幹線 1 1 1 1 4 25 0 0 0 0 ○ 50 75 中位 －

B43 (仮)深谷吉岡線 新設 16 2車線 地区幹線 1 1 1 1 4 25 0 0 0 0 ○ 50 75 中位 －

B24 (仮)センター環状線 新設 14 2車線 地区幹線 1 1 1 1 4 25 1 1 33 0 0 58 中位 －

B06 45号丸子中山茅ヶ崎線 県道 25 4車線 主要幹線 3 1 1 1 1 1 1 1 1 11 69 1 1 33 1 1 2 67 35 低位 －

B07 45号丸子中山茅ヶ崎線 県道 25 4車線 主要幹線 3 1 1 1 1 1 1 1 1 11 69 1 1 33 1 1 2 67 35 低位 －

B08 45号丸子中山茅ヶ崎線 県道 25 4車線 主要幹線 3 1 1 1 1 1 1 1 1 11 69 1 1 33 1 1 2 67 35 低位 －

B09 45号丸子中山茅ヶ崎線 県道 25 4車線 主要幹線 3 1 1 1 1 1 1 1 1 11 69 1 1 33 1 1 2 67 35 低位 －

B38 12号線 市道 14 2車線 地区幹線 1 1 1 1 1 5 31 1 1 33 1 1 33 31 低位 －

A12 3･4･2並塚笹山線 都計道 18 2車線 幹　　線 2 1 1 1 5 31 0 0 0 0 31 低位 留保付存続

B01 40号横浜厚木線 県道 25 4車線 主要幹線 3 1 1 1 1 1 1 1 10 63 1 1 33 1 1 2 67 29 低位 －

B02 40号横浜厚木線 県道 25 4車線 主要幹線 3 1 1 1 1 1 1 1 10 63 1 1 33 1 1 2 67 29 低位 －

B03 40号横浜厚木線 県道 25 4車線 主要幹線 3 1 1 1 1 1 1 1 10 63 1 1 33 1 1 2 67 29 低位 －

B04 40号横浜厚木線 県道 25 4車線 主要幹線 3 1 1 1 1 1 1 1 10 63 1 1 33 1 1 2 67 29 低位 －

B25 (仮)センター環状線 新設 14 2車線 地区幹線 1 1 1 1 4 25 1 1 33 1 1 33 25 低位 －

B05 40号横浜厚木線 県道 25 4車線 主要幹線 3 1 1 1 1 1 1 9 56 1 1 33 1 1 2 67 23 低位 －

B11 42号藤沢座間厚木線 県道 16 2車線 幹　　線 2 1 1 1 1 1 1 1 9 56 0 0 1 1 33 23 低位 －

B45 (仮)上土棚南北線 新設 16 2車線 幹　　線 2 1 1 1 1 1 1 1 9 56 0 0 1 1 33 23 低位 －

B12 1629-1号線 市道 16 2車線 幹　　線 2 1 1 1 1 1 1 8 50 0 0 1 1 33 17 低位 －

B13 1629-1号線 市道 16 2車線 幹　　線 2 1 1 1 1 1 1 8 50 0 0 1 1 33 17 低位 －

B14 1629-1号線 市道 16 2車線 幹　　線 2 1 1 1 1 1 1 8 50 0 0 1 1 33 17 低位 －

B15 1629-1号線 市道 16 2車線 幹　　線 2 1 1 1 1 1 1 8 50 0 0 1 1 33 17 低位 －

B22 10号線 市道 16 2車線 地区幹線 1 1 2 13 1 1 33 1 1 33 13 低位 －

B26 (仮)センター連絡線 新設 14 2車線 地区幹線 1 1 2 13 1 1 33 1 1 33 13 低位 －

B29 3･5号線 市道 16 2車線 幹　　線 2 1 1 1 1 1 7 44 0 0 1 1 33 10 低位 －

B30 3･5号線 市道 16 2車線 幹　　線 2 1 1 1 1 1 7 44 0 0 1 1 33 10 低位 －

B31 3･5号線 市道 16 2車線 幹　　線 2 1 1 1 1 1 7 44 0 0 1 1 33 10 低位 －

B10 45号丸子中山茅ヶ崎線 県道 25 4車線 主要幹線 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 75 1 1 33 1 1 1 3 100 8 低位 －

B32 3･5号線 市道 16 2車線 幹　　線 2 1 1 1 1 6 38 0 0 1 1 33 4 低位 －

B35 3･5号線 市道 16 2車線 幹　　線 2 1 1 1 1 6 38 0 0 1 1 33 4 低位 －

B36 ３号線 市道 16 2車線 地区幹線 1 1 1 1 1 5 31 0 0 1 1 33 -2 低位 －

B27 138号線 市道 16 2車線 幹　　線 2 1 1 4 25 0 0 1 1 33 -8 低位 －

B28 138号線 市道 16 2車線 幹　　線 2 1 1 4 25 0 0 1 1 33 -8 低位 －

B37 ３号線 市道 16 2車線 地区幹線 1 1 1 1 4 25 0 0 1 1 33 -8 低位 －

B39 (仮)上深谷本蓼川線 新設 14 2車線 地区幹線 1 1 1 3 19 1 1 33 1 1 2 67 -15 低位 －

B20 40号横浜厚木線（現道） 県道 16 2車線 地区幹線 1 1 1 3 19 0 0 1 1 33 -15 低位 －

B44 (仮)上土棚東西線 市道 14 2車線 地区幹線 1 1 1 3 19 0 0 1 1 33 -15 低位 －

B18 １号線 市道 16 2車線 地区幹線 1 1 2 13 0 0 1 1 33 -21 低位 －

B21 41号横浜厚木線（現道） 県道 16 2車線 地区幹線 1 1 2 13 0 0 1 1 33 -21 低位 －

B16 1629-1号線 新設 16 2車線 幹　　線 2 1 1 1 1 1 7 44 0 0 1 1 2 67 -23 低位 －

B17 (仮)上土棚吉岡線 新設 16 2車線 幹　　線 2 1 1 1 1 1 7 44 0 0 1 1 2 67 -23 低位 －

B19 ７号線 市道 16 2車線 地区幹線 1 1 6 0 0 1 1 33 -27 低位 －

※この表における計画幅員（参考）については、あくまでも優先度評価をするための参考値とする。 高位：101点～、中位：51～100点、低位：～50点

県ｶﾞｲﾄﾞﾗｲ
ﾝによる
評 価


